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◉
差
押
の
対
象
と
な
る
財
産

　

預
貯
金
・
給
与
・
生
命
保
険
・
動
産（
電
化
製

品
・
車
輌
・
貴
金
属
な
ど
）・
不
動
産（
土
地
・
家

屋
）な
ど
が
、
差
押
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
事
業

者
の
場
合
は
、
売
掛
金
や
貸
付
金
な
ど
も
対
象
と

な
り
ま
す
。

※
督
促
状
発
送
後
10
日
を
経
過
す
る
と
、
法
的
に

差
押
の
実
施
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

差
押
に
な
っ
た
財
産
は
、
原
則
未
納
分
の
市
税

な
ど
が
全
額
納
付
さ
れ
な
い
限
り
、
返
却
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◉
差
押
の
対
象
と
な
る
財
産

　

預
貯
金
・
給
与
・
生
命
保
険
・
動
産（
電
化
製

品
・
車
輌
・
貴
金
属
な
ど
）・
不
動
産（
土
地
・
家

屋
）な
ど
が
、
差
押
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
事
業

者
の
場
合
は
、
売
掛
金
や
貸
付
金
な
ど
も
対
象
と

な
り
ま
す
。

※
督
促
状
発
送
後

　

差
押
に
な
っ
た
財
産
は
、
原
則
未
納
分
の
市
税

な
ど
が
全
額
納
付
さ
れ
な
い
限
り
、
返
却
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
税
な
ど
の
滞
納
は
、
許
さ
れ
ま
せ
ん
！

11
月
は
滞
納
整
理
強
化
月
間
で
す

市
民
１
人
ひ
と
り
が
納
め
る
市
税
や
公
共
料
金
な
ど
は
、
防
災
・
福
祉
・
教
育
な
ど
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い
事
業
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
平
成
24
年
６

月
に「
市
税
収
納
対
策
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」を
策
定
し
、
市
税
な
ど
の
滞
納
額
の
縮
小

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。　

問
税
務
課
収
納
対
策
室　

☎
４
４

－

３
１
１
１

市 か ら の
お 知 ら せ

1滞納の発生
納期限までに税金を納付しない場
合、督促状を送付します。

⬇
2財産調査
督促状が送られても税金を納付い
ただけない場合、財産調査を行い
ます。

⬇
3差押の実施
調査で判明した財産を差し押さえ
ます。※差押は予告なく行われま
す。

⬇
4換価・充当
差押した財産を競売などで現金化
し、未納分の市税などへ充てます。

◉休日・夜間でも窓口で納付いただけます
◇平日の日中に納付が困難な方のため、休日・夜間にも市税や国民健康保険税、後期高齢者医療保険
料、水道料金のお支払い窓口を開設しておりますので、ご利用ください。

休日窓口 夜間窓口

開設日時 毎週日曜日（年末年始を除く）
午前8時30分～正午

毎週水曜日（祝日、年末年始を除く）
午後5時15分～7時

開設場所 市役所1階・市民課 市役所1階・市民課、
支所1階・市民サービス課

持ち物 納付書や督促状
※休日・夜間窓口では、納税相談はできません。
納税相談をご希望の場合は、税務課収納対策室（☎44-3111）までお問い合わせください。
問市民課市民サービス係　☎44-3112　　市民サービス課市民サービス係　☎23-9212

◉
納
付
・
相
談
が
な
い
場
合
は
、

滞
納
処
分（
差
押
）も
！

　

納
期
内
に
完
納
し
て
い
る
方
と
の
公
平
性
を
保

つ
た
め
、
納
税
相
談
が
な
く
納
付
し
な
い
場
合
や

納
付
す
る
能
力
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
納
付
し
な

い
場
合
に
は
、
法
律
に
基
づ
き
滞
納
処
分（
差
押
）

を
実
施
し
ま
す
。

　

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
・
介
護
保
険
料
・
下
水
道
使
用
料
・
保
育

所
保
育
料
な
ど
に
未
納
が
あ
る
方
が
、
滞
納
処
分

の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

滞
納
処
分
は
、
滞
納
者
の
意
思
に
関
わ
ら
ず
行

う
強
制
処
分
で
す
。
滞
納
処
分
を
受
け
る
と
、
経

済
的
な
不
利
益
や
社
会
的
信
用
を
失
う
こ
と
に
も

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
市
と
し
て
も
、
本
来
は
必
要

な
い
滞
納
処
分
に
伴
う
調
査
に
時
間
や
経
費
を
費

や
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

注目！ 差押の流れ

差押物件 件数（件）金額（千円）
預金 847 50,212
給与 106 7,960
その他 145 17,957
合計 1,098 76,129

◎11月・12月は、県下一斉滞納
整理強化月間です。県・県内市
町・県滞納整理機構が連携して
滞納整理に取り組みます。

◉
納
税（
納
付
）が
困
難
な
場
合
は
、

放
置
せ
ず
・
早
め
に
相
談
を
！

　

災
害
や
盗
難
・
納
税
者
本
人
や
家
族
の
病
気
・

事
業
の
休
廃
止
・
失
業
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事

情
や
多
重
債
務
な
ど
に
よ
り
、
市
税
な
ど
の
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
放
置
せ
ず
、
早
め
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　

一
括
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
分
納
誓
約
書
な

ど
の
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
分
割
納
付
に
応

じ
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
納
付
で

き
な
い
理
由
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

相
談
を
円
滑
に
進
め
る
に
あ
た
っ
て

①
事
前
に
、
電
話
で
相
談
を
希
望
す
る
日
時
を
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

②
直
近
３
か
月
分
の
収
入
と
支
出
を
整
理
し
て
く

だ
さ
い
。

③
納
税（
納
付
）の
計
画
を
立
て
て
く
だ
さ
い
。

注目！ 平成26年度差押件数・金額


